
12広報すおう大島 平成 26 年 ( 2014 年 )1 月号

お知らせ１月

周
防
大
島
町
職
員
を
募
集

■
試
験
職
種
お
よ
び
採
用
人
数

　

保
健
師　

若
干
名

■
受
験
資
格

　

昭
和
58
年
4
月
2
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
で
、
保
健
師
の
資
格
を

有
す
る
人
ま
た
は
平
成
26
年
3
月

末
日
ま
で
に
保
健
師
の
資
格
を
取

得
見
込
み
の
人

■
受
付
期
間

　

1
月
17
日
㈮
～
1
月
30
日
㈭

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15

分
、
土
・
日
を
除
く

※
郵
送
の
場
合
も
1
月
30
日
㈭
午

後
5
時
15
分
ま
で
に
必
着
の
も
の

に
限
る
。

■
申
し
込
み
方
法

　

受
験
申
込
書
№
1
お
よ
び
受
験

申
込
書
№
2
（
写
真
添
付
‐
受
験

票
）
を
周
防
大
島
町
役
場
総
務
部

　

総
務
課
人
事
行
政
班
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■
第
１
次
試
験
日
時
・
場
所

　

2
月
15
日
㈯

・
受
付　

午
前
8
時
30
分
か
ら

・
試
験　

午
前
9
時
00
分
か
ら

・
場
所　

周
防
大
島
町
役
場
大
島

庁
舎
（
周
防
大
島
町
小
松
１
２
６

‐
２
）

■
第
２
次
試
験

　

3
月
上
旬
に
予
定

■
採
用
予
定
日

　

平
成
26
年
4
月
1
日

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課　

人
事
行
政
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
０

募
集

大
島
図
書
館

臨
時
職
員
を
募
集

■
募
集
人
員　

１
名

■
職
務
内
容　

利
用
者
管
理
、
資

料
情
報
管
理
、
書
誌
情
報
管
理
、

貸
出
返
却
業
務
等
の
図
書
館
業
務

■
採
用
予
定
日　

　

３
月
１
日
㈯
か
ら

■
勤
務
条
件
等　

・
勤
務
日　

原
則
週
３
日
（
開
館

日
６
日
の
う
ち
）

・
勤
務
時
間　

午
前
９
時
15
分
か

ら
午
後
６
時
15
分
ま
で

■
報
酬
額　

町
規
定
に
よ
る

■
資
格
等　

　

普
通
自
動
車
免
許
、
パ
ソ
コ
ン

（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
）
の
基
本
操

作
が
で
き
る
者
、
司
書
資
格
所
有

が
望
ま
し
い
。

■
申
し
込
み
方
法　

　

２
月
14
日
㈮
ま
で
に
大
島
公
民

館
（
大
島
文
化
セ
ン
タ
ー
）
へ
履

歴
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
面
接
等　

別
途
通
知

■
問
い
合
わ
せ

　

大
島
公
民
館
（
大
島
文
化
セ
ン

タ
ー
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
５
３
０
０

平
成
26
年
度
保
育
所
（
園
）

の
園
児
募
集

■
保
育
所
へ
入
所
で
き
る
世
帯

　

保
護
者
の
就
労
、
病
気
、
家
族

の
病
人
介
護
等
、
あ
る
い
は
母
親

の
出
産
等
の
理
由
で
家
庭
に
お
い

て
児
童
を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
世
帯

■
入
所
の
対
象
と
な
る
児
童

　

家
庭
で
の
保
育
に
欠
け
る
小
学

校
就
学
前
の
児
童

■
申
し
込
み
・
手
続
き

　

入
所
申
込
書
等
は
役
場
福
祉

課
・
各
総
合
支
所
・
各
出
張
所
・

各
保
育
所
（
園
）
に
備
え
付
け
て

あ
り
ま
す
。

■
添
付
書
類

・
家
庭
内
お
よ
び
家
庭
外
で
仕
事

　

に
従
事
し
て
い
る
証
明
（
就
労

　

証
明
）

・
出
産
前
後
の
場
合
は
母
子
手
帳

　

の
写
し

・
病
気
看
護
の
場
合
は
診
断
書

・
給
与
所
得
者
の
場
合
は
平
成
25

　

　国税局や税務署の職員を名乗る者か
らアンケートや年金受給調査と称し
て、個人情報を聞き出そうとする事例
が多発しています。
　不審な電話があった場合には、即答
を避け、①相手の所属部署、②氏名、
③電話番号を確認した上で一旦電話を
切り、最寄りの税務署にお問い合わせ
ください。

◆問い合わせ　
柳井税務署　総務課　

☎０８２０（２２）０２７７
（音声ガイダンスに従い「2」を押してください。）

税務職員を装った者からの
不審な電話にご注意ください

児　童　巡　回　相　談
◆日　　時　２月 18日㈫　午前 10時～午後４時
◆場　　所　たちばなケアプラザ
◆相談内容　18 歳未満の児童に係る育成相談、障害相談、養護
相談、非行相談、その他児童養育上困っていること
◆相 談 員   岩国児童相談所　児童福祉司・児童心理司
◆定　　員　４名　※要予約・先着順
◆申し込み・問い合わせ　福祉課　☎０８２０（７７）５５０５


